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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は持分法を適用すべき関連会社はありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載し

ておりません。 

４．第７期中、第８期中、第９期中及び第８期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額について

は、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

５．第７期の平成16年2月11日に第三者割当増資による新株発行を行っております。その結果、資本金は

1,815,512千円、発行済株式総数は202,000株となっております。 

６．当中間会計期間において、新株予約権の行使による新株発行を行っております。その結果、資本金は

1,858,914千円、発行済株式総数は203,041株となっております。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 1,118,995 409,256 547,581 1,968,101 895,686 

経常利益または経常損失(-)（千円） -121,522 -72,584 32,909 -188,599 17,830 

中間（当期）純利益または純損失(-) 

（千円） 
-124,572 -149,403 -47,654 81,962 -102,807 

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － － － － 

資本金（千円） 1,776,294 1,833,162 1,858,914 1,815,512 1,833,162 

発行済株式総数（株） 200,000 202,353 203,041 202,000 202,353 

純資産額（千円） 2,730,637 2,900,125 2,905,479 3,030,222 2,922,129 

総資産額（千円） 3,074,838 3,126,882 3,209,587 3,310,289 3,156,643 

１株当たり純資産額（円） 13,653.19 14,332.01 14,309.81 15,001.10 14,440.74 

１株当たり中間（当期）純利益または純損失

(-)（円） 
-622.86 -738.52 -235.33 409.25 -504.56 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 

純利益（円） 
－ － － 408.96 － 

１株当たり中間（年間）配当額（円） － － － － － 

自己資本比率（％） 88.8 92.7 90.5 91.5 92.6 

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） -48,161 -10,934 6,925 -117,708 -67,536 

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） -19,516 -130,001 27,170 377,740 -77,581 

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） － 17,650 31,005 77,122 17,650 

現金及び現金同等物の中間期末（期末） 

残高（千円） 
2,417,050 2,694,364 2,761,286 2,821,879 2,695,709 

従業員数（外、平均臨時雇用者数）（人） 
60 

(－）

30 

(－）

35 

  (－）

34 

(－）

29 

    (－）



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員であります。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

  （平成17年９月30日現在）

従業員数（人） 35 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）当中間会計期間の概況 

 ① 当中間会計期間の市場環境 

 当中間会計期間におけるわが国の経済は、原油価格の動向等の懸念材料はありましたものの、企業部門の好調さ

が家計部門へ波及してきており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれるなど、堅調に推移いたし

ました。 

 そのような中、当社の事業ドメインであるインターネットマーケティング市場は、引き続き高成長を維持してお

ります。広告に限ってみても、株式会社電通の調べによりますと平成16年のわが国の総広告費は、４年ぶりに増加

し５兆8,571億円（前期比103％）となり、その中でも特にインターネット広告費は、ブロードバンドの普及も追い

風となって1,814億円（前期比153.3％）と、大幅な伸びを示しました。これにより、総広告費に占めるインターネ

ット広告の割合は、3.1％を超えるまでになりました。 

 また、モバイル広告の市場規模は180億円（前年比180％）に達し、インターネット広告費のうち10％を占めるに

いたりました。社団法人電気通信事業者協会の調べによりますと、2005年９月末時点の携帯電話の加入台数は

8,912万台に達しており、また、各キャリアによる新機種の開発により、携帯電話からのインターネット接続も多

様化の一途をたどっています。 

 ② 当中間会計期間の事業展開 

 このような市場環境の中で、当社は積極的に製品ラインナップの拡充を推し進めるべく、新分野への進出、なら

びに新製品の立ち上げに注力いたしました。６月にはウェブサイト分析ASPサービス「SiteCatalyst」（サイトカ

タリスト）の販売を開始し、最初の顧客として、無料ブロードバンド放送パソコンテレビ「GyaO」（ギャオ）のウ

ェブサイトを展開している株式会社USENへの提供を開始いたしました。さらに９月には株式会社インテリジェン

ス、並びに株式会社ジョブダイレクトに相次いで導入が決定しました。また、平成17年９月に統合型モバイルマー

ケティングシステム「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）の最新版となる「MobileMK1.3」をリリースし、拡販

を進めております。 

 また、すでに当社が展開している製品につきましては、広告配信分野では5月に「DART for Publishers」（ダー

ト・フォー・パブリッシャーズ）をソニーコミュニケーションネットワーク株式会社に提供、９月には株式会社イ

マージュ・ネットに提供を開始し、また、メール配信分野では６月に「DARTmail」の最新版となるバージョン4.5

のリリースを行い、同時に国内最大のインターネットゲームポータルサイト運営会社、NHN Japan株式会社が導入

を決定、９月には株式会社アイルに高機能メール配信ソフト「ClickM@iler」（クリックメーラー）の導入が決定

するなど、営業活動は順調に推移いたしました。 

 経営面におきましては、当社は平成17年４月より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離し、業務

執行における意思決定の質的向上と義務の明確化を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたしました。こ

れにより、社内の重要な意思決定に参画するポジションにある社員の責任と機能を明確化し、より高度な業務判断

を迅速に実現させることで、経営の効率化を一層推進させてまいります。また、平成17年7月には「MobileMK」の

開発元である株式会社インフェイズを統合、全ての資産ならびに従業員の受け入れを実行し、自社にて

「MobileMK」の運用ならびに新技術の開発が可能な体制を整えました。これにより、当社独自の製品のバージョン

アップ、カスタマイズ等がより短期間に実現可能となり、顧客満足度の向上に寄与することが見込まれます。さら

に開発部門を自社に抱えることで、当社はトータルテクノロジープロバイダーとして、Eマーケティング市場をテ

クノロジー面から牽引する推進力を得ることになります。 

 平成17年９月末時点での全従業員数は35名（対前年同期末比５名増）となりました。 

 （注）上記従業員数には、役員および臨時雇用者は含まれておりません。 

③ 当中間会計期間の業績 

当中間会計期間の売上高は、５億47百万円と対前年同期比で1億38百万円の増加（33.8％増）となりました。 

 その内訳として、ソフトウェアライセンス売上は、広告配信システムの大型案件受注により91百万円と前年同期

比で45百万円の増加（101.2％増）となりました。 

 ASP利用売上は、2億29百万円と前年同期比で32百万円の増加（16.5％増）となりました。これは新製品による売

上増加、広告配信システムの販売好調等によります。 

 サービス・その他売上は、新製品による受注増加等により、2億27百万円と前年同期比で60百万円の増加

（36.0％増）となりました。 



 これらの結果、当中間期においては営業損益、経常損益ともに大幅に改善いたしましたが、子会社整理損等の特

別損失を計上したため、中間純損失は47百万となり、対前年同期比で１億１百万円の改善となりました。また売上

高に対する比率は△8.7％となり、前中間会計期間と比べて27.8ポイント改善しました。  

(2）キャッシュ・フロー 

 現金及び現金同等物の当中間期末残高は、27億61百万円と対前年同期比で66百万円の増加（2.4％増）となりま

した。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は６百万円となり、対前年同期比で17百万円の獲得となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は27百万円となり、対前年同期比で１億57百万円の獲得となりました。主な内容

は、子会社の統合に伴う支出１億25百万円とソフトウェア仮払金の返還による収入１億53百万円によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、獲得した資金は31百万円となり、対前年同期比で13百万円の獲得（75.7％増）となりました。



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社の事業は、サービスの提供であり、生産に該当する事項はありません。 

(2）仕入実績 

 当社の事業は、サービスの提供であり、よって製品の仕入に該当する実績はありませんが、サービスの一部分を仕

入れるという視点に立ち、以下の内容をサービスの仕入に相当するコストとして記載いたしました。 

 その結果、当中間会計期間の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(a）ソフトウェアライセンス 

・広告配信技術「DART」のライセンス使用に応じて米DoubleClick社に支払うロイヤリティ 

・Eメール配信技術「ClikM@iler」のライセンス販売に応じて韓国InfoWeb社に支払うロイヤリティ 

・モバイルマーケティングツール「MobileMK」のライセンス販売に応じて株式会社インフェイズへ支払うライセ

ンス料 

(b）ASP利用 

・広告配信技術「DART」のライセンス使用に応じて米DoubleClick社に支払うロイヤリティ 

・メール配信技術「DARTmail」のライセンス使用に応じて米DoubleClick社に支払うロイヤリティ 

・モバイルマーケティングツール「MobileMK」のライセンス使用に応じて株式会社インフェイズへ支払うライセ

ンス料 

(c）サービス・その他 

・広告配信技術「DART Enterprise」の保守契約売上に応じて米DoubleClick社に支払うロイヤリティ 

・ソフトウェアのカスタマイズ、ホスティングサービス等に関わる外注費他 

(3）受注状況 

 当中間会計期間における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注残高は、期中に受注した保守サービス等に関する注文金額の内、中間期末日現在において、役務の提供

が完了していない注文にかかる金額であります。 

事業部門別 
当中間会計期間

（自 平成17年４月１日  
 至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

テックソリューション 

事業 

ソフトウェアライセンス （千円） 24,496 298.4 

ASP利用（千円） 148,402 106.0 

サービス・その他（千円） 74,964 110.7 

合計 （千円） 247,863 114.8 

事業部門別 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

受注高
前年同期比
（％） 

受注残高 
前年同期比
（％） 

テックソリューション 

事業 

ソフトウェアライセンス（千円） 91,192 201.2 -  -  

ASP利用（千円） 229,003 116.5 -  -  

サービス・その他（千円） 254,334 149.9 126,056 126.9 

合計 （千円） 574,530 139.6 126,056 126.9 



(4）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りであり

ます。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満である場合には、記載を省略しております。 

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当中間会計期間より、当社の提供するライセンス導入型メール配信システム、及びモバイルマーケティングシステム

の製品開発・改良活動を開始し、モバイルマーケティングシステム「MobileMK」の最新版となる「MobileMK1.3」をリ

リースしました。これにより、会員用サイト構築やアプリダウンロードなどの新機能が加わり、また今後も多様化する

インターネットマーケティングに対する顧客ニーズに柔軟に対応する仕組みが備わったことになります。 

 なお、インターネット広告配信システム、及びASP型メール配信システムの開発・改良・メンテナンス等は、米

DoubleClick社で行われております。 

事業部門別 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

テックソリューション 

事業 

ソフトウェアライセンス（千円） 91,192 201.2 

ASP利用（千円） 229,003 116.5 

サービス・その他（千円） 227,649 136.0 

合計 （千円） 547,846 133.9 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額 (千円) 割合（％） 金額 (千円) 割合（％） 

 トランスコスモス株式会社 －  －  95,892 17.5 

合計 －  －  95,892 17.5 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの間の商法第280条ノ19に定める

新株予約権（ストックオプション）の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）及び商法第280条ノ19第12項の規定に基づ

き発行した新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。 

① 平成13年１月９日臨時株主総会決議 

（注） 

１．権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は分割または

併合の比率に応じ比例的に調整されます。 

２．当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とする。）

または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式は、これ

を切り捨てます。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株引受権を行使していない付与株式数についてのみ行

われるものとします。 

３．当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。 

   調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １ ÷ 分割・併合の比率 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 706,176 

計 706,176 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月９日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 203,041 203,142 
㈱大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
－ 

計 203,041 203,142 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,448 1,398 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000（注）３ 50,000（注）３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成13年１月27日から 

至 平成20年１月26日まで 

自 平成13年１月27日から 

至 平成20年１月26日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格  50,000円 

資本組入額 50,000円 

発行価格  50,000円 

資本組入額 50,000円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 



４．Ａ．被付与者は、当社株券が店頭登録有価証券として日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引

所に上場された場合に限り、新株引受権を行使することができます。 

Ｂ．新株引受権の譲渡、質入れおよび一切の処分は認めないものとします。 

Ｃ．被付与者は、平成15年１月27日以降、新株引受権の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付

与された新株引受権の一部または全部を行使することができます。なお以下の計算の結果、行使可能な株

式数に１株に満たない端数がある場合には、１株に切り上げた数とします。 

(a）平成15年１月27日から平成16年１月26日までは、付与株式数の２分の１について行使することができ

る。 

(b）平成16年１月27日から平成17年１月26日までは、付与株式数の４分の３について行使することができ

る。 

(c）平成17年１月27日から平成20年１月26日までは、付与株式数のすべてについて行使することができ

る。 

Ｄ．新株引受権付与後、被付与者が、当社の役員もしくは従業員の地位を喪失した場合、上記Ｃの定めに拘ら

ず、下記Ｆ記載の「新株引受権付与契約」に定めるところにより、新株引受権の行使につき別に取扱うこ

とができるものとします。 

Ｅ．新株引受権付与後、新株引受権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、その相続人による新株

引受権の行使は認めますが、権利行使可能な株式数、権利行使可能な期間その他の権利行使の条件につい

ては、下記Ｆ記載の「新株引受権付与契約」に定めるところによるものとします。 

Ｆ．上記の他細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株引受権付与契約」に定めるところ

によります。 

Ｇ．また新株引受権付与後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株

式移転を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、必

要最小限かつ合理的な範囲で、ただし、被付与者に追加の実質的な経済的利益を与えることなく、新株引

受権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要最小限の調整を行い、また権利行使を制限

し、未行使の新株引受権を失効させることができるものとします。 

② 平成15年６月25日定時株主総会決議 

（注） 

１．権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は分割または

併合の比率に応じ比例的に調整されます。 

２．当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とする。）

または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式は、これ

を切り捨てます。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株予約権を行使していない付与株式数についてのみ行

われるものとします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 446 395 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 446 395 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  37,789（注）３  37,789（注）３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年９月２日から 

至 平成21年９月１日まで 

自 平成17年９月２日から 

至 平成21年９月１日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格  37,789円 

資本組入額 18,895円 

発行価格  37,789円 

資本組入額 18,895円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 



３．Ａ．新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定される１株当たりの払込金額に新株予約権１個の株式

数を乗じた金額とします。 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を

除く）における大阪証券取引所における当社株式普通取引の平均値に1.03を乗じた金額（１円未満の端数

は切上げ）とします。 

ただし、当該金額が新株予約権発行日前日の終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回ると

きは、当該終値とします。 

Ｂ．当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数は、これを切り上げます。 

   調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １ ÷ 分割・併合の比率 

４．Ａ．被付与者は、当社株券が店頭登録有価証券として日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引

所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができます。 

Ｂ．新株予約権の譲渡、質入れおよび一切の処分は認めないものとします。 

Ｃ．被付与者は、平成17年９月２日以降、新株予約権の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付

与された新株予約権の一部または全部を行使することができます。なお以下の計算の結果、行使可能な株

式数に１株に満たない端数がある場合には、１株に切り上げた数とします。 

(a）平成17年９月２日から平成18年９月１日までは、付与株式数の２分の１について行使することができ

る。 

(b）平成18年９月２日から平成19年９月１日までは、付与株式数の４分の３について行使することができ

る。 

(c）平成19年９月２日から平成21年９月１日までは、付与株式数のすべてについて行使することができる。

Ｄ．新株予約権付与後、被付与者が、当社の役員もしくは従業員の地位を喪失した場合、上記Ｃの定めに拘ら

ず、下記Ｆ記載の「新株予約権付与契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取扱うこ

とができるものとします。 

Ｅ．新株予約権付与後、新株予約権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、その相続人による新株

予約権の行使は認めますが、権利行使可能な株式数、権利行使可能な期間その他の権利行使の条件につい

ては、下記Ｆ記載の「新株予約権付与契約」に定めるところによるものとします。 

Ｆ．上記の他細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところ

によります。 

Ｇ．また新株予約権付与後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株

式移転を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、必

要最小限かつ合理的な範囲で、ただし、被付与者に追加の実質的な経済的利益を与えることなく、新株予

約権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要最小限の調整を行い、また権利行使を制限

し、未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。 

③ 平成16年６月24日定時株主総会及び平成16年７月30日取締役会決議 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 475 475 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 475 475 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  66,000（注）３  66,000（注）３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年９月２日から 

至 平成22年９月１日まで 

自 平成18年９月２日から 

至 平成22年９月１日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格  66,000円 

資本組入額 33,000円 

発行価格  66,000円 

資本組入額 33,000円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 



（注） 

１．権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は分割または

併合の比率に応じ比例的に調整されます。 

２．当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とする。）

または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式は、これ

を切り捨てます。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株引受権を行使していない付与株式数についてのみ行

われるものとします。 

３．Ａ．新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定される１株当たりの払込金額に新株予約権１個の株式

数を乗じた金額とします。 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を

除く）における大阪証券取引所における当社株式普通取引の平均値に1.03を乗じた金額（１円未満の端数

は切上げ）とします。 

ただし、当該金額が新株予約権発行日前日の終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回ると

きは、当該終値とします。 

Ｂ．当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数は、これを切り上げます。 

   調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １ ÷ 分割・併合の比率 

４．Ａ．被付与者は、当社株券が店頭登録有価証券として日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引

所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができます。 

Ｂ．新株予約権の譲渡、質入れおよび一切の処分は認めないものとします。 

Ｃ．被付与者は、平成18年９月２日以降、新株予約権の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付

与された新株予約権の一部または全部を行使することができます。なお以下の計算の結果、行使可能な株

式数に１株に満たない端数がある場合には、１株に切り上げた数とします。 

(a）平成18年９月２日から平成20年９月１日までは、付与株式数の２分の１について行使することができ

る。 

(b）平成20年９月２日から平成22年９月１日までは、付与株式数のすべてについて行使することができ

る。 

Ｄ．新株予約権付与後、被付与者が、当社の役員もしくは従業員の地位を喪失した場合、上記Ｃの定めに拘ら

ず、下記Ｆ記載の「新株予約権付与契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取扱うこ

とができるものとします。 

Ｅ．新株予約権付与後、新株予約権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、上記Ｃの定めに拘ら

ず、直ちに本新株予約権を喪失するものとします。 

Ｆ．上記の他細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところ

によります。 

Ｇ．また新株予約権付与後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株

式移転を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、必

要最小限かつ合理的な範囲で、ただし、被付与者に追加の実質的な経済的利益を与えることなく、新株予

約権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要最小限の調整を行い、また権利行使を制限

し、未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。 



④ 平成17年６月28日定時株主総会及び平成17年７月29日取締役会決議 

（注） 

１．権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は分割または

併合の比率に応じ比例的に調整されます。 

２．当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とする。）

または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株式は、これ

を切り捨てます。 

   調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株引受権を行使していない付与株式数についてのみ行

われるものとします。 

３．当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。 

   調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １ ÷ 分割・併合の比率 

４．Ａ．被付与者は、当社株券が店頭登録有価証券として日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引

所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができます。 

Ｂ．新株予約権の譲渡、質入れおよび一切の処分は認めないものとします。 

Ｃ．被付与者は、平成19年９月２日以降、新株予約権の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付

与された新株予約権の一部または全部を行使することができます。なお以下の計算の結果、行使可能な株

式数に１株に満たない端数がある場合には、１株に切り上げた数とします。 

(a）平成19年９月２日から平成21年９月30日までは、付与株式数の２分の１について行使することができ

る。 

(b）平成21年10月１日から平成23年９月30日までは、付与株式数のすべてについて行使することができ

る。 

Ｄ．新株予約権付与後、被付与者が、当社の役員もしくは従業員の地位を喪失した場合、上記Ｃの定めに拘ら

ず、下記Ｆ記載の「新株予約権付与契約」に定めるところにより、新株予約権の行使につき別に取扱うこ

とができるものとします。 

Ｅ．新株予約権付与後、新株予約権を喪失することなく被付与者が死亡した場合には、上記Ｃの定めに拘ら

ず、直ちに本新株予約権を喪失するものとします。 

Ｆ．上記の他細目等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところ

によります。 

Ｇ．また新株予約権付与後、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株

式移転を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、必

要最小限かつ合理的な範囲で、ただし、被付与者に追加の実質的な経済的利益を与えることなく、新株予

約権の付与株式数、発行価額、行使期間その他について必要最小限の調整を行い、また権利行使を制限

し、未行使の新株予約権を失効させることができるものとします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,140 1,140 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,140 1,140 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  123,000（注）３  123,000（注）３ 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年９月２日から 

至 平成23年９月30日まで 

自 平成19年９月２日から 

至 平成23年９月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額 

発行価格  123,000円 

資本組入額 61,500円 

発行価格  123,000円 

資本組入額 61,500円 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）新株予約権の行使による増加であります。   

(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残高
（千円） 

平成17年４月１日～  

平成17年９月３０日  

(注) 

688 203,041 25,752 1,858,914 5,252 493,172

  （平成17年９月30日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

Transcosmos Investments & 

Business Development, Inc.  

12505 Bellevue Redmond RD.,Suite 

209 Bellevue,WA 98005 U.S.A. 
124,784 61.46 

米DoubleClick社 
450W.33rd Street New York,  

New York 10001 U.S.A. 
29,921 14.74 

東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2 9,792 4.82 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 3,720 1.83 

株式会社インプレスホールディングス 東京都千代田区三番町20 2,642 1.30 

株式会社電通 東京都港区東新橋1-8-1 2,000 0.99 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1-4 836 0.41 

いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀2-14-1 740 0.36 

渡辺 昭 東京都杉並区上井草2-38-3 702 0.35 

姚 偉綱 東京都港区台場１-１-２-1409 560 0.28 

計 － 175,697 86.53 

  （平成17年９月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式203,041 203,041 
権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

端株 － － － 

発行済株式総数 203,041 － － 

総株主の議決権 － 203,041 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 (1) 新任役員 

   該当事項はありません。 

 (2) 退任役員 

 (3) 役職の異動 

   該当事項はありません。 

  （平成17年９月30日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ －  －  －  －  － 

計 －  －   － －   － 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 58,400 59,900 58,500 214,000 137,000 123,000 

最低（円） 43,900 43,000 44,000 54,000 99,900 81,500 

役名及び職名 氏名 退任年月日 

取締役 ウィリアム・エリス・ミルズ 平成17年５月31日  

取締役  甲斐 昭彦 平成17年８月31日  



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法

人により中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当中間会計期間において新たに子会社となった株式会社インフェイズは会社清算の手続中であり、有効な支配従属

関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められるため、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項により、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  2,694,364   2,761,286   2,695,709   

２．受取手形  12,516   -    3,034   

３．売掛金  107,699   258,059   177,375   

４．その他  44,789   35,829   183,324   

貸倒引当金  -3,995   -4,944   -4,213   

流動資産合計   2,855,374 91.3  3,050,231 95.0  3,055,230 96.8 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  1,971   1,116   1,454   

２．器具備品  28,690   13,417   20,744   

有形固定資産合計   30,662  14,534  22,198 

(2）無形固定資産           

１．ソフトウエア  30,823   22,789   28,355   

２．ソフトウエア仮 
  勘定  157,070    -   -    

３．その他  800   800   800   

無形固定資産合計   188,695  23,589  29,156 

(3）投資その他の資産              

１．その他  55,455   124,536   53,362   

貸倒引当金  -3,304   -3,304   -3,304   

投資その他の資産合
計   52,150  121,232  50,058 

固定資産合計   271,507 8.7  159,356 5.0  101,413 3.2 

資産合計   3,126,882 100.0  3,209,587 100.0  3,156,643 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  69,974   163,080   99,229   

２．未払金  49,901   44,047   45,153   

３．未払費用  2,826   2,241   1,615   

４．未払法人税等  5,346   6,189   11,807   

５. 前受収益  58,542   67,442   47,527   

６．賞与引当金  2,782   400   18,581   

７．その他 ※２ 7,306   13,008   2,273   

流動負債合計   196,680 6.3  296,410 9.2  226,190 7.2 

Ⅱ 固定負債           

 1. 繰延税金負債  17,230   -   -    

2．退職給付引当金  12,845   7,698   8,325   

固定負債合計   30,075 1.0  7,698 0.3  8,325 0.2 

負債合計   226,756 7.3  304,108 9.5  234,515 7.4 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,833,162 58.6  1,858,914 57.9  1,833,162 58.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  487,920   493,172   487,920   

２．その他資本剰余金  2,550,000   2,550,000   2,550,000   

資本剰余金合計   3,037,920 97.2  3,043,172 94.8  3,037,920 96.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処理
損失  1,996,269   1,996,608   1,948,953   

利益剰余金合計   -1,996,269 -63.8  -1,996,608 -62.2  -1,948,953 -61.7 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   25,313 0.8  -  -   -  -  

資本合計   2,900,125 92.7  2,905,479 90.5  2,922,129 92.6 

負債資本合計   3,126,882 100.0  3,209,587 100.0  3,156,643 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

           

Ⅰ 売上高   409,256 100.0  547,581 100.0  895,686 100.0 

Ⅱ 売上原価   299,828 73.3  345,310 63.1  625,604 69.8 

売上総利益   109,427 26.7  202,270 36.9  270,082 30.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   185,642 45.3  184,093 33.6  345,091 38.5 

営業利益または 
営業損失(-)   -76,215 -18.6  18,177 3.3  -75,009 -8.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,625 1.1  14,731 2.7  93,378 10.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２  995 0.2  -   -    537 0.1 

経常利益または 
経常損失(-)   -72,584 -17.7  32,909 6.0  17,830 2.0 

Ⅵ 特別利益 ※３  149 0.0  -   -    -  -  

Ⅶ 特別損失  ※４  76,572 18.7  80,102 14.6  118,799 13.3 

税引前中間(当期)純損失   149,007 -36.4  47,193 -8.6  100,968 -11.3 

法人税、住民税及び事業税   395 0.1  461 0.1  1,119 0.1 

中間（当期）純損失   149,403 -36.5  47,654 -8.7  102,087 -11.4 

前期繰越損失   1,846,866   1,948,953   1,846,866  

中間(当期)未処理損失   1,996,269   1,996,608   1,948,953  

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純損失  -149,007 -47,193 -100,968 

減価償却費  6,083 3,442 12,192 

ソフトウェア償却額  9,330 5,566 14,654 

長期前払費用償却額  － 4,180 － 

租税公課  4,871 5,742 10,857 

貸倒引当金の増加額（-は減少額）  -149 731 67 

賞与引当金の増加額（-は減少額）  -5,469 -18,181 10,329 

退職給付引当金の減少額  -2,216 -627 -6,735 

受取利息  -3,039 -11,997 -15,042 

有価証券利息  -4 － -4 

受取配当金  -64 － -64 

為替差益  － -474 -1,297 

器具備品売却損  59 － 59 

固定資産除却損  － 4,222 2,355 

固定資産評価損  69,154 － 69,154 

投資有価証券評価損  321 － 321 

投資有価証券売却益  － － -70,800 

子会社整理損  － 75,880 － 

構造改善費用  7,036 － 46,908 

売上債権の減少額（-は増加額）  106,993 -77,649 46,798 

その他の資産の減少額（-は増加額）  2,301 -9,105 -12,186 

仕入債務の増加額（-は減少額）  -57,737 63,850 -28,482 

未払金の増加額  19,612 201 18,144 

未払費用の増加額（-は減少額）  -20 626 -1,232 

前受収益の増加額  13,455 20,038 2,440 

未払消費税等の増加額（-は減少額）  -24,281 10,079 -26,123 

未収消費税等の減少額（-は増加額）  － 2,545 -2,545 

その他の負債の減少額  -1,992 531 -5,182 

小計  -4,761 32,408 -36,380 

利息及び配当金受取額  2,420 12,161 14,946 

構造改善に係る支出額  -7,721 － -44,982 

子会社整理に係る支出額  － -25,822 － 

法人税等支払額  -870 -11,822 -1,119 

営業活動によるキャッシュ・フロー  -10,934 6,925 -67,536 

 



  

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  -1,850 － -1,850 

有形固定資産の売却による収入  － － 1,330 

ソフトウェアの取得による支出  -128,469 -1,307 -130,518 

ソフトウェアの売却による収入  － － 22,789 

ソフトウェア取得仮払金の返還による収入  － 153,890 － 

保証金の返還による収入  318 － 404 

投資有価証券の売却による収入  － － 80,320 

投資有価証券の取得による支出  － － -50,058 

長期前払費用の取得による支出  － -125,412 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  -130,001 27,170 -77,581 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

株式の発行による収入  17,650 31,005 17,650 

財務活動によるキャッシュ・フロー  17,650 31,005 17,650 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  -4,228 474 1,297 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（-は減少額）  -127,514 65,577 -126,170 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,821,879 2,695,709 2,821,879 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  2,694,364 2,761,286 2,695,709 

     



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

 ────── 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

有価証券 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

────── 

 (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

──────  

有価証券 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

 (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

  定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物…………15年 

器具備品……３年から15年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

 (2）無形固定資産 

 市場販売目的のパッケージソ

フトウェア制作費については、

見込販売額に基づく償却額と見

込販売可能期間（３年）に基づ

く定額償却額のいずれか大きい

額により償却しております。 

自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権等の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。 

 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務を計上しておりま

す。なお、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用してお

ります。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務を計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しておりま

す。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．外貨建資産又は負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

────── ────── 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。  

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：外貨建預金の保有 

ヘッジ対象：外貨建予定取引 

(3)ヘッジ方針  

当社内規に基づき、為替相場変動

リスクをヘッジしております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

当社が行っているヘッジ取引は、

当社のリスク管理方針に従ってお

り、為替相場の変動によるヘッジ

手段とヘッジ対象との相関関係が

完全に確保されていることを確認

しております。 

───── 

  

  

  

  

  

  

  

  

 (1)ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。  

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段：外貨建預金の保有 

 ヘッジ対象：外貨建予定取引 

 (3)ヘッジ方針  

 当社内規に基づき、為替相場変動

リスクをヘッジしております。 

 (4)ヘッジの有効性評価の方法 

 当社が行っているヘッジ取引は、

当社のリスク管理方針に従ってお

り、為替相場の変動によるヘッジ

手段とヘッジ対象との相関関係が

完全に確保されていることを確認

しております。 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

───── 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の

表示方法 

 実務対応報告12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会

平成16年2月13日）が公表されたこ

とに伴い、当中間会計期間から同

実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割4,871千

円を販売費及び一般管理費として

処理しております。 

  

 ────── 

 実務対応報告12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（企業会計基準委員会

平成16年2月13日）が公表されたこ

とに伴い、当事業年度から同実務

対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割10,857千円

を販売費及び一般管理費として処

理しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

49,864千円 40,850千円 45,006千円 

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金銭的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２．消費税等の取扱い 

同左  

※２．   ──────── 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3,039千円 受取利息    11,997千円 受取利息   15,042千円 

受取手数料 1,500千円     投資有価証券売却益 70,800千円 

      

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．  ─────────── ※２．  ─────────── 

為替差損 995千円              

              

      

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．  ─────────── ※３．  ─────────── 

貸倒引当金戻入益 149千円         

      

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

構造改善費用 7,036千円 固定資産除却損 4,222千円 固定資産除却損       2,355千円 

固定資産評価損 69,154千円 子会社整理損     75,880千円 構造改善費用       46,908千円 

投資有価証券評価損 321千円        固定資産評価損 69,154千円 

        投資有価証券評価損       321千円 

             

      

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 6,083千円 有形固定資産      3,442千円 有形固定資産       12,192千円 

無形固定資産  9,330千円 無形固定資産       5,566千円 無形固定資産       14,654千円 

      

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,694,364千円 

現金及び現金同等物 2,694,364千円 

現金及び預金勘定 2,761,286千円 

現金及び現金同等物 2,761,286千円 

現金及び預金勘定 2,695,709千円 

現金及び現金同等物 2,695,709千円 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 当中間期末におけるリース契約１件当たり

の金額が少額であるため、記載を省略して

おります。 

同左   

──────── 

    

  

    

       

     

     

    

  

    

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

※ 当中間会計期間において株式の減損処理を行い、減損処理後の金額を取得価額としております。 

  なお、当中間会計期間に減損処理した金額は321千円であります。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 ※ 当事業年度において株式の減損処理を行い、減損処理後の金額を計上しております。 

   当事業年度に減損処理した金額は321千円であります。 

種類 
取得価額 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 9,520 52,064 42,544 

合計 9,520 52,064 42,544 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 0 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 0 

 貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式及び関連会社株式  

非上場株式 50,058 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 0 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）関連会社に対する持分法の適用開始は翌期となっております。 

 関連会社に対する投資の金額（千円） 50,058

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） － 

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円）  － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額（-は損失）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

14,332円01銭     14,309円81銭       14,440円74銭 

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純損失 

738円52銭   235円33銭    504円56銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、新株予約権残

高を有しておりますが、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、新株予約権残

高を有しておりますが、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、新株予約権残

高を有しておりますが、１株当たり

当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 149,403 47,654 102,087 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（千円） 
149,403 47,654 102,087 

期中平均株式数（株） 202,300 202,500 202,326 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
－ － － 

中間（当期）純利益調整額（千円）  － － － 

普通株式増加数（株）  － － － 

（うち新株予約権） （－） （－） （－）  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の目的となる

株式の数 3,757株） 

新株予約権３種類（新

株予約権の目的となる

株式の数 3,509株） 

新株予約権３種類（新株

予約権の目的となる株式

の数 3,129株） 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．当社は、株式会社インフェイズ

との間で、平成16年９月14日の基

本合意にもとづき、平成16年10月

14日、資本提携を含む業務提携に

関し下記のとおり契約を締結いた

しました。 

（１）株式会社インフェイズの概要 

（２）資本提携の内容 

  株式会社インフェイズが実施する

第三者割当増資にて103株を当社が

引き受ける。 

（３）取得株式数、取得金額及び 

 取得前後の所有株式数の状況 

（４）人的関係 

  当社は、株式会社インフェイズに

取締役１名、監査役１名を派遣する 

（５）日程 

代表者 代表取締役社長 

稲田光造 

本店所在地 大阪市北区堂島浜 

２-１-３ 

URL http://www.inphase.jp

設立年月日 平成15年８月１日 

資本の額 10,000千円 

従業員数 11名(平成16年８月31日

現在) 

資本構成 稲田光造    (51％) 

Malek Nasser(49％) 

異動前の所有株式数 0株 

（所有割合 0％） 

取得株式数 103株 

（取得金額50,058千円）

異動後の所有株式数 103株 

（所有割合 34％） 

平成16年10月14日 出資契約書締

結  

平成16年10月27日 申込期日 

平成16年10月28日 払込期日 

平成16年10月29日 増資効力発生日

  

   

   

  ──────── 

１．当社は、平成17年５月12日開催

の取締役会において、商法第280条

ノ20並びに商法第280条ノ21の規定

に基づき、当社取締役及び従業員

に対し、新株予約権（ストックオ

プション）を付与することを決議

し、平成17年６月28日開催の定時

株主総会において以下のとおり承

認されました。 

（１）新株予約権の目的となる株式 

の種類及び数 

普通株式1,170株を上限とする。 

（２）新株予約権の数 

1,170個を上限とする。 

 （新株予約権１個につき普通株式

1株） 

（３）新株予約権の発行価額 

 無償で発行するものとする。 

（４）行使に際して払込みをすべき 

金額 

  新株予約権１個当たりの払込金

額は、次により決定される１株当

たりの払込金額に（２）に定める

新株予約権１個の株式数を乗じた

金額とする。 

  １株当たりの払込金額は、新株

予約権を発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立していな

い日を除く）における大阪証券取

引所における当社株式の普通取引

の終値の平均値（１円未満の端数

は切上げ）とする。 

 ただし、当該金額が新株予約権

発行日前日の終値（取引が成立し

ない場合はその前日の終値）を下

回るときは、当該終値とする。  

（５）新株予約権を行使することが

できる期間 

 平成19年９月２日から平成23年９

月30日まで  



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１．有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第８期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出。 

２．有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年７月１日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第８期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

３．臨時報告書 

 平成17年８月23日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発

行）に基づく臨時報告書であります。  

４．臨時報告書の訂正報告書 

 平成17年９月５日関東財務局長に提出 

平成17年８月23日提出の臨時報告書（新株予約権の発行）に係る訂正報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月１５日

ダ ブ ル ク リ ッ ク 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダブルクリック株式

会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ダブル

クリック株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成

１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 水 野 雅 生 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 宏 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月７日

ダ ブ ル ク リ ッ ク 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているダブルクリック株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ダブル

クリック株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 水 野 雅 生 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木 一 宏 

      


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2）新株予約権等の状況
	(3）発行済株式総数、資本金等の状況
	(4）大株主の状況
	(5）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	中間財務諸表等
	(1）中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間キャッシュ・フロー計算書

	(2）その他

	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/35
	pageform2: 2/35
	form1: EDINET提出書類  2005/12/09 提出
	form2: ダブルクリック株式会社(941448)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/35
	pageform4: 4/35
	pageform5: 5/35
	pageform6: 6/35
	pageform7: 7/35
	pageform8: 8/35
	pageform9: 9/35
	pageform10: 10/35
	pageform11: 11/35
	pageform12: 12/35
	pageform13: 13/35
	pageform14: 14/35
	pageform15: 15/35
	pageform16: 16/35
	pageform17: 17/35
	pageform18: 18/35
	pageform19: 19/35
	pageform20: 20/35
	pageform21: 21/35
	pageform22: 22/35
	pageform23: 23/35
	pageform24: 24/35
	pageform25: 25/35
	pageform26: 26/35
	pageform27: 27/35
	pageform28: 28/35
	pageform29: 29/35
	pageform30: 30/35
	pageform31: 31/35
	pageform32: 32/35
	pageform33: 33/35
	pageform34: 34/35
	pageform35: 35/35


